
 
政策創造員会議における調査・研究活動に関する中間報告について 

 

平成 24 年 10 月 19 日 

戦 略 企 画 部 

１．調査・研究の目的 

  政策創造員がチャレンジングな課題を自ら設定し、独創的なアイデアや視点を生み出

すことに重点を置いた調査・研究活動に取り組むことにより、政策創造能力の向上を図

る。 

 

２．中間報告の位置づけ 

  研究テーマに関する課題、研究の流れ、現在までの到達点、最終報告に向けた課題等

について、豊富な知識と経験を有する幹部職員に中間報告を行い、ご意見、ご指摘をい

ただく。 

 

３．調査・研究テーマ 

取組分野 テーマ 調査・研究の趣旨 

雇用・地域再生 【ＷＧ１】 

若者の力を引き出す「大人版キッ

ザニア」で地域の再生をめざす～

新しい若年者雇用の促進と地域

再生の検討～ 

若年者の職業能力の向上と雇用確保、地

域の伝統文化の維持と継承、農林水産業

の活性化を通じた地域の再生について、

「大人版キッザニア」をキーワードに検

討する。 

行財政改革 【ＷＧ２】 

県庁プロパー職員ゼロ計画 

～新しい県庁運営の仕組みの検

討～ 

県民との協創が究極的に進んだその先

の姿として、アクティブ・シチズンによ

り運営される新しい県庁像を検討する。 

県民参画 【ＷＧ３】 

三重県庁版パブリックインボル

ブメント（ＰＩ）の提案 

～新しい県民参画手法の検討～ 

公共政策決定過程におけるサイレント

マジョリティとの効果的なコミュニケ

ーションなど、新たに体系的な県民参加

手法を検討する。 

海外展開 【ＷＧ４】 

海外における戦略的パートナー

探し 

～新しい海外展開手法の検討～ 

今ある強みのみを生かすパートナーシ

ップではなく、三重県及び相手国の双方

がもうワンステップ、潜在的な力を発揮

することにより、win-winの関係づくり

ができるような戦略的パートナー国の

選定と具体的な取組を検討する。 

 

４．報告のポイント 

  ・研究の流れ（どういう考え方でどのように進めてきたのか） 

  ・現在までの到達点（これまで何が明らかになったのか） 

  ・最終報告に向けた課題（今後の作業に向けた課題は何か） 

 

５．今後の予定 

引き続き、調査・研究活動に取り組み、来年 1 月を目途に最終報告書に取りまとめる。

報告書は、有識者等への意見聴取の結果や収集した資料と合せて、ワード形式で取りま

とめることとする。なお、報告方法については、場や内容について、今後、検討を行う。 

資料２ 



 
 

政策創造員ワーキンググループメンバー表 

 

【ワーキンググループ１】 

 「若者の力を引き出す「大人版キッザニア」で地域の再生をめざす 

～新しい若年者雇用の促進と地域再生の検討～」 

 戦略企画部企画課                 主事 今 井 宗 直 

 戦略企画部政策提言・広域連携課          主幹 長 﨑 禎 和 

戦略企画部政策提言・広域連携課          主査 藤 谷 美 恵 

防災対策部防災対策総務課            企画員 川 邉 正 樹 

 地域連携部南部地域活性化局南部地域活性化推進課  主査 加 藤 仁 志 

 出納局出納総務課                 主幹 平 井 靖 士◎ 

 病院事業庁県立病院課               主査 高 屋 勝 資 

 

【ワーキンググループ２】 

「県庁プロパー職員ゼロ計画 ～新しい県庁運営の仕組みの検討～」 

 戦略企画部企画課                 課長 大 橋 範 秀 

 戦略企画部政策提言・広域連携課          主幹 鈴木志づほ 

戦略企画部政策提言・広域連携課          主査 森 川 晴 成 

総務部行財政改革推進課             副課長 後 田 和 也◎ 

 環境生活部環境生活総務課        副課長兼企画員 中 野 敦 子 

 雇用経済部雇用経済総務課        副課長兼企画員 森 吉 秀 男 

 企業庁企業総務課            副課長兼企画員 山 本 寛 二 

 

【ワーキンググループ３】 

「三重県庁版パブリックインボルブメント（ＰＩ）の提案 

～新しい県民参画手法の検討～」 

 戦略企画部企画課                副課長 三 宅 恒 之 

 戦略企画部政策提言・広域連携課         副課長 佐 野 正 彦 

戦略企画部政策提言・広域連携課          主査 松 本 浩 一 

健康福祉部こども・家庭局子育て支援課      副課長 鈴 木 紀 之 

 地域連携部地域連携総務課        副課長兼企画員 稲 垣 雅 美 

 農林水産部農林水産総務課            副課長 増 田 行 信◎ 

 雇用経済部観光・国際局観光政策課         主幹 明石須美子 

 

【ワーキンググループ４】 

「海外における戦略的パートナー探し ～新しい海外展開手法の検討～」 

 戦略企画部企画課                 主査 森 隆 裕 

 戦略企画部政策提言・広域連携課          課長 近 松 茂 弘 

 戦略企画部政策提言・広域連携課          主査 郡 巧 

戦略企画部戦略企画総務課        副課長兼企画員 小 倉 康 彦◎ 

 健康福祉部健康福祉総務課            副課長 藤 川 和 重 

 県土整備部県土整備総務課             主幹 川 上 正 晃 

 教育委員会事務局教育総務課           企画員 松 下 功 一 

 

※◎はグループリーダー 
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テーマ

「若者の力を引き出す『大人版キッザニア』

で地域の再生をめざす」
～～～～新新新新しししいしい若年者雇用若年者雇用若年者雇用若年者雇用のののの促促促進促進とと地域再生地域再生のの検討検討～～

平成２４年度政策創造員会議

調査・研究活動ワーキンググループ１ 中間報告

平成24年10月19日
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まずキッザニアとは・・・

○キッザニアは、メキシコのＫＺＭ社によって開発された屋内施設。

○日本では、２００６年に「キッザニア東京」が、２００９年に「キッザニア甲子園」がオープンした。

○現実社会の２／３サイズの街並みには、実在するスポンサー（ＡＮＡや出光、 森永製菓な
ど）となった約６０のパビリオンが立ち並び、その中で９０種類以上のアクティビティを体験でき

る。

○日本の子ども達を取り巻く環境を反映し、未来の社会を担う子ども達のための「エデュテイン

メントタウン」をめざしている。

※エデュテインメントとは、education（学び）とentertainment（楽しさ）を組み合わせた造語。キッザニアではエデュテイン
メントを単に「楽しく学習」するものではなく、楽しさに中に「学び」や「気づき」があるものと捉え、子ども達にまず楽しく遊ん
でもらうこと、そして体験・経験の中で何かを学んでくれることを願いエデュテインメントタウンとしている。

【視察を終えて】 「本物にふれること」、「仕事に魅力を感じさせるものであること」。この２つは
子どもであっても大人であっても重要なポイントであると実感
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～ でこれまでの調査・研究から～～
○若者のの就労問題
→2000年以降の若年層の就労問題は、深く進行しており、少子化、高齢化と同様、
三重県の将来に大きな影響を与える可能性がある。県民意識調査の結果は将来へ
の警鐘であり、就労問題解決に向けた総合的な対策が必要ではないか。

○就労にに向けた支援支援ととキャリア教育の必要性

→普通科高校から就職する若者の離職が多い。また、農業等の専門学科を卒業した
若者の専攻分野への就職率が低いなど、キャリア教育のあり方の再考と教育機関と
就労先を含めた関係機関との連携が必要ではないか。

○ 層若年層の離職者の現現状把握

→若年層の離職者の現状について、その把握が難しく、潜在者への対策が十分機
能していないのでないか。入口・出口への支援も含め包括的に支援する方策等を検
討していく必要があるのではないか。

○地域のの再生や 文伝統文化の維持・継承

→地域の主要産業、特に農林水産業は厳しい状況にあり、維持・継承のために必要
な若者の力が入りにくい状況にある。時代の変化に対応した雇用体系の確立を促す
とともに、これまでの観光政策・中山間地域対策の実績を生かして、地域と若者を
マッチングさせる新たなシステムを構築してはどうか。
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～～最終報告最終報告にに向向けけたけた課題等課題等～～

○仕事を求める側、提供する側の現状や課題を把握

し、新たな視点でその解決策を検討する。

○既存の対策、事業等の長所と不足しているところを

調査し、関係する組織、団体がより機能的に連携を深

めていくうえで必要なものは何を明確にする。

○先進事例や関係法令に関する調査を行い、検討案

を具現化していくための課題と対応策を整理する。
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三重県庁版パブリックインボルブメント
（PI）の提案 ～新しい県民参画手法の検討～

平成２４年度政策創造員会議

調査･研究活動ワーキンググループ３ 中間報告

平成24年10月19日
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目 次

� 調査・研究の概要

� パブリックインボルブメント（ＰＩ）概論

� 三重県における県民参画の取組

� 他自治体等のＰＩ事例調査

� 三重県版ＰＩの導入に向けて

� 【参考】新たな県民参画手法の事例
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三重県における県民参画の取組

� ＩＴを活用した県民参画

１．県民参加型電子会議室「e－デモ会議室」
（H14～H17）

・地域の課題を自ら解決する「自治力」の向上、県政

の反映を目的として、電子会議室上での積極的な

議論の場を設定

・アクセス数は高水準（月平均約15,200件）であった

が、目的に沿った成果は、3年間で16件と僅か

２．「e－コメント」（H18～H21）

・電子掲示板を活用した、県が問題意識を持つテー

マなどをわかりやすく情報提供して、県民からの多

様な提案・意見を受け、県政への反映、活用

・3ヶ年で22テーマを実施したが、アクセス数（月平均

約2,400件）、投稿数（31件/テーマ）とも少なく、成果

として反映されたのが4年間で4件

３．「e－モニター」（H18～）

・事前に登録いただいた県民（e-モニター）を対象に

行う電子アンケート、県政課題に対する県民の意

向や施策･事業の認知度などを探るために活用

・モニター登録者数1,587名（H24.3）、過去3ヶ年で43

回のアンケートを実施し、平均回答率約64%

� パブリックコメント（H13.4～）

・ H13.4「県民等の意見を行政に反映させる手続きに関する
指針」（パブリックコメント制度）を施行

・ 長期計画及びその他重要な基本計画等、条例及び制度
の制定･改廃、公共施設の建設時に、原則として適用

・ H23年度 31件実施、意見提出案件21件、意見総数233
件、平均意見数7.5件と総じて意見数が少ない

� ＮＰＯからの協働事業提案募集（H15～）

・ ＮＰＯが自ら企画した協働事業を県に提案し、県関係所
属が対等な立場で議論･検討するプロセスを経て、協働
事業を企画･実施するもの

� 社会資本整備を県民と協働で進めるための

ガイドライン（H18.3～）

・ 県が実施する社会資本整備に関し、県民と行政が協働で
進める基本的枠組みを定め、具体的な手法等を整理した
もの。景観まちづくりプロジェクト事業

� 産廃問題における住民参画型の信頼関係

の構築
・ 地域住民との対立構造から信頼関係の構築へ
・ 「リスク評価表」による科学的アプローチと400回を超える

地域住民との粘り強い話し合いを継続することで、
関係修復を進め、相互理解による合意を得た
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他自治体等のPI事例調査

� 群馬県
名称：ぐんま県土づくり県民参加ガイドライン

H20年策定「はばたけ群馬･県土整備プラン」に基づく

ガイドライン

・ 参画を通して県民の価値観やニーズを見極め、調

整、反映しながら、柔軟に政策や計画立案を進める

・ 参画の関心度合い等に応じ、様々な手法を選択

・ 県土整備部のガイドラインを県庁全体で活用

2～3件/年（H17） → 16件/年（現在）

� 国土交通省道路局
名称：市民参加型道づくり（ガイドライン）

H9年策定「新たな道路整備５箇年計画」でPIの実施

方針を明記

・ 計画の早い段階（構想段階）から市民参画を導入

・ 計画の必要性の判断を行った後に、公益性と利害

を調整し、計画決定プロセスを効率的に進める

・ 対面式のコミュニケーション手法（オープンハウス、

ワークショップ、グループヒアリング等）

・ 決定にあたり、必ずしも「市民参画で得られた結論

をそのまま概略計画にする」ことではなく、「考慮する

重要な要素」として扱う

� 千葉県流山市
名称：自治基本条例に関する市民協議会
→ 協議会発足後に「パブリックインボルブメント実施

マニュアル」策定（H18）
・公募市民（38名）による市民団体を組織
・119回、延べ3,443名参加による広範な意見収集

� 福岡県宗像市
名称：宗像市まちづくり検証会議
・市独自方法による市政評価を行い、今後の取組方向
性・役割分担など自ら検討する場として実施
・テーマ「防犯」（H21）、会議手法は、プラークヌンクスツ
エレ（ＰＺ）に準拠（無作為抽出した市民を含めた会議）

� 岐阜県山県市
名称：市町村合併に伴う地域住民との協働による新たな
まちづくりに向けた調査
・合併後の連帯感醸成を進めるため、各地域の魅力･
資源の発掘、課題抽出を進める市民参画型まちづく
り調査（H15）、シンポジウム、まちづくりキャラバン隊

� 東京都世田谷区
名称：世田谷区街づくり条例の改定（H24.4）
・区認定の協議会による街づくりの実績（街づくり協定
の登録、街づくり計画の提案、地区計 の提案）を積み
重ね、条例による地区街づくり協議会に発展
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【参考】 新たな住民参画手法の事例

（無作為抽出による市民参加型会議）

� 討論型世論調査（ＤＰ）・・・神奈川県、藤沢市、内閣府

� ハイブリッド型会議・・・名古屋市

� 市民討議会型（プラーヌンクツェレ）・・・宗像市、三鷹市

（県政モニター活用）

� 対話型アンケート・・・滋賀県

（対話と未来思考）

� フューチャーセンター・・・小平市、松戸市
























